
 

グラウンド使用上の注意事項 

 

＜東温グラウンド（東温市総合公園）＞  

①設営担当チームは、管理棟において「許可書（写しでも可）」を提示

して受付を行う。 

※許可証がなければ、中予サッカーリーグの関係者であることを説明

する。 

②倉庫から、ラインカー・コーナーフラッグ・審判用の机・椅子・ベン

チ等を出し、設営する。 

③雨天時・夏場（６月～１０月）等の試合は、審判用の簡易テントを設

営する。簡易テントは、ラインカー等が置いてある倉庫にある。（天

幕に「２０２１年度 中予サッカーリーグ」と表示のある簡易テント

を使用すること。） 

④最終管理担当チームは、管理人から指示があった場合、車両をグラウ

ンドに乗り入れて車両牽引用レーキを取り付け、グラウンド整地を行

う。使用方法等が不明な場合は、管理人に指示を仰ぐこと。 

⑤最終管理担当チームは、片づけ後、管理棟にその旨を報告する。（2024

年度から、最終管理者のサインが必要になりました。） 

※ペットボトル等の残留ゴミがあれば、回収し、処分すること。 


